
青少年会館の耐震診断結果を受けて

検討状況とその後の動き

議会報告会・都市厚生常任委員協議会テーマから
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三浦市青少年会館
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青少年会館玄関
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青少年会館ロビー
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青少年会館の歩み

 昭和47年（1972年）に神奈川県の施設として建設され、
平成4年度（1992年）より三浦市に移譲される。

 市の施設として、市民に利用されてきている。特に、
三崎地区における公民館的機能を担って、趣味や学習
活動の拠点となってきた。

 図書館の利用を含め、年間約32,000人が利用。

 登録団体は80程。

 そのうち、ホールは１万人以上、会合室などは約
4,500人が利用。
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青少年会館の施設概要

 １階・・・

教育部事務室、教育委員室、教育長室、

図書館、ホール、ロビー

 ２階・・・

教育部文化スポーツ課、学校教育課、教育研究所

 ３階・・・

会合室A、会合室B、和室、スタジオ
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青少年会館の施設概要・２
施設名称 三浦市青少年会館

電話番号 046-882-2765

住所 〒238-0235 城山町6-9

アクセス 三崎東岡バス停から徒歩6分

施設概要 ※ホールは平成27年9月30日（水）をもって利用を停止いたします。
[申し込み方法]

利用日の属する月の1月前の月の初日から申込みを受付けます。（ただし、青少年団体及び青少
年育成団体は2月前の月の初日から受付けます。）
申込みは三浦市ホームページの公共施設利用予約システムから、使用希望する施設（部屋）の
日時を選択し、行ってください。
（施設の空き状況の照会、抽選申込み、予約申込み等をするには事前の登録が必要です。）
利用申込書は使用日の7日前までに窓口に提出してください。
青少年会館利用申込書（エクセル：37KB）
[利用できる施設]

ホール、会合室AB、会合室A、会合室B、和室、スタジオ[利用時間]

午前9時から午後9時まで （日曜日は午後5時まで）
[使用料]

ホール（舞台を使用する場合） 1時間 2,000円
ホール（舞台を使用しない場合） 1時間 600円
会合室AB 1時間 400円
会合室A 1時間 200円
会合室B 1時間 200円
和室 1時間 200円
スタジオ 1時間 200円
※ただし、青少年団体及び青少年育成団体は無料です。
[休館日]

(1)毎週月曜日
(2)国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する国民の祝日（成人の日、こども
の日、体育の日、文化の日及び勤労感謝の日（以下「成人の日等」という。）を除く。）
(3)成人の日等の翌日
(4)1月2日及び同月3日並びに12月28日から同月31日まで
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http://www.city.miura.kanagawa.jp/seishounen/1_kaikan_haishi.html
http://www.city.miura.kanagawa.jp/seishounen/documents/shin-kaikanyoushiki.xls


青少年会館の耐震診断結果
 平成27年(2015年)6月の第２回定例会協議会で報告された。

･耐震診断の概要
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耐震診断結果一覧
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耐震診断結果を受けての
耐震補強工事の概算額

 工事費合計は約1億4000万円。

 工事費は、耐震診断で報告された概算で諸経費を
含まないこと、

 施工に際しては設計委託や施工監理委託が必要と
なることから、全体の事業費としては2億円前後の
費用が掛かると想定される。

 なお、青少年会館の使用を今後も継続するには、
雨漏り対策や老朽化した空調設備の更新などに要
する費用が別途必要。

10



耐震補強工事の概算額一覧
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青少年会館廃止へ
 耐震診断結果・耐震補強工事の概算結果を受けて、

今年度末、平成28年（2016年）3月末までに

廃止すると決める。

 特に耐震性が低いホールは、9月末で利用を停止。

利用者、利用団体への説明や、説明会を行っている。

ホールの代替施設の説明もしながら・・・・

図書館と教育部の一部は

市役所第2分館（旧三中）に移し、

ホールに続き、会合室、和室、スタジオは廃止へ。
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旧三崎中学校校舎への移転を検討
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会館ホールの代替施設について

 ①勤労市民センター

 ②南下浦市民センター

 ③初声市民センター

 ④潮風アリーナ

 ⑤うらり・市民ホール

 ⑥市場７階大会議室
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教育部移転事業経過
 教育委員会 8/6臨時教育委員会

・青少年会館廃止の方針決定

・図書館、教育研究所、視聴覚ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰの旧三中への移転決定

 一体感政策部門 8/11一体感部門経営会議

・三浦市青少年会館廃止条例の基本方針決定

・三浦市図書館設置条例の一部改正する条例の基本方針決定

（設置場所の変更）

・三浦市教育研究所設置条例の一部を改正する条例の基本方針決定

（設置場所の変更）

・三浦市視聴覚ライブラリー条例の一部を改正する条例の基本方針決定

（設置場所の変更）

 政策会議 8/18政策会議

・上記部門会議での案件の決定

 議会関係 ９月議会補正
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教育部移転関係日程表
年 Ｈ27年 Ｈ28年

予定項目 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

議会関係 ９月議会補正9/30 12月議会廃止条例

第２分館改修 7/29補正提出 契約事務 第2分館改修工事(キュービクル・空調・照明・間仕切・天井等)

内線･ＬＡＮ工事 契約事務
内線・ＬＡＮ工事

教育部引っ越し 引っ越し(12月議会後) 通常業務

青少年会館 青少年利用者への説明 10/1～青少年会館ホールの
利用停止

1/1～青少年会館の臨時休館

図書館 12/4～1/4図書館休館(移転整備) 1/5～通常業務

体育館解体工事 契約事務 体育館解体工事 体育館解体
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第２分館（旧三中）
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第２分館（特別教室棟）１F平面図

 平面図・1階
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第２分館（特別教室棟）2F平面図
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図書館について

 開架書庫と貸出しカウンター、執務席の部屋・・・
126.0㎡

車椅子も閲覧可能に。

 学習・閲覧室・・・86㎡・・・43席予定

の２部屋で合計212.2㎡になる。

 現在の青少年会館にある図書館は146.3㎡。

 市民交流スペースを、読み聞かせや子どもの読書に

使うことも可能。

 市民の動線が第2分館へと変わることで、新たな交流が

生まれる可能性あり。
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市民交流スペース・第2分館
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会合室、スタジオについて

 教室棟２階の２教室を会合室に。
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社会教育施設としての役割を
忘れずに

 長い間、青少年会館が担ってきた、生涯教育の拠点、

 三崎の公民館、としての役割と機能を、

 引継ぎ充実させ、発展させるため、

 市も市民も議会も協働して知恵をだそう。
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